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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　管理者アカウント識別情報と見守り対象アカウント識別情報を紐付けて登録するアカウ
ント登録部と、
　前記管理者アカウント識別情報でログインしたユーザの入力に基づき、前記管理者アカ
ウント識別情報に紐付けて目的地候補を登録する目的地候補登録部と、
　前記見守り対象アカウント識別情報でログインしたユーザの入力に基づき、登録されて
いる前記目的地候補の範囲内で目的地を設定する目的地設定部と、
　前記見守り対象アカウント識別情報でログインしたユーザの端末装置から、当該端末装
置の現在位置を示す位置情報を取得する位置情報取得部と、
　前記見守り対象アカウント識別情報でログインしたユーザの端末装置に、設定された前
記目的地を示す情報と、前記位置情報で示される現在位置を示す情報と、を地図上にマッ
ピングした画像を表示させる情報表示部と、
　前記位置情報で示される現在位置が、登録された前記目的地候補の占有エリア外から占
有エリア内に移動する到着イベントを検出する到着イベント検出部と、
　前記到着イベントが検出されると、その旨を、前記管理者アカウント識別情報でログイ
ンしたユーザの端末装置に通知する到着時処理部と、
　前記位置情報で示される現在位置が、登録された前記目的地候補の占有エリア内から占
有エリア外に移動する出発イベントを検出する出発イベント検出部と、
　前記出発イベントが検出されると、その旨を、前記管理者アカウント識別情報でログイ
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ンしたユーザの端末装置に通知する出発時処理部と、
を有する通知システム。
【請求項２】
　前記目的地候補登録部は、前記管理者アカウント識別情報でログインしたユーザの入力
に基づき、前記目的地候補の占有エリアを登録する請求項１に記載の通知システム。
【請求項３】
　前記目的地候補登録部は、前記管理者アカウント識別情報でログインしたユーザから前
記目的地候補の占有エリアの大きさ及び形状を指定する入力を受付ける請求項２に記載の
通知システム。
【請求項４】
　前記到着イベント検出部は、登録された前記目的地候補の占有エリアを利用して、前記
到着イベントの検出処理を実行し、
　前記出発イベント検出部は、登録された前記目的地候補の占有エリアを利用して、前記
出発イベントの検出処理を実行する請求項２又は３に記載の通知システム。
【請求項５】
　前記目的地設定部は、登録されている前記目的地候補の範囲外での前記目的地の設定を
受付けない請求項１から４のいずれか１項に記載の通知システム。
【請求項６】
　前記目的地設定部は、前記管理者アカウント識別情報でログインしたユーザの入力に基
づき登録された前記目的地候補を選択可能に表示し、選択可能な前記目的地候補の中から
１つを前記目的地として選択する入力を受付ける請求項５に記載の通知システム。
【請求項７】
　前記目的地設定部は、前記管理者アカウント識別情報でログインしたユーザの入力に基
づき登録された前記目的地候補のエリアを視認可能に表示し、前記目的地候補のエリアの
中で前記目的地とする地点を指定する入力を受付ける請求項５に記載の通知システム。
【請求項８】
　前記情報表示部は、前記位置情報で示される現在位置から、設定された前記目的地まで
の経路がさらに示された前記画像を、前記見守り対象アカウント識別情報でログインした
ユーザの端末装置に表示させる請求項１から７のいずれか１項に記載の通知システム。
【請求項９】
　前記到着時処理部は、前記到着イベントが検出されると、前記見守り対象アカウント識
別情報でログインしたユーザが所定のゲーム処理を実行することを許可する請求項１から
８のいずれか１項に記載の通知システム。
【請求項１０】
　ユーザの端末装置とサーバとを有し、
　前記管理者アカウント識別情報でログインしたユーザの端末装置、前記見守り対象アカ
ウント識別情報でログインしたユーザの端末装置、又は前記サーバが、前記到着イベント
検出部及び前記出発イベント検出部を有する請求項１から９のいずれか１項に記載の通知
システム。
【請求項１１】
　コンピュータが、
　　管理者アカウント識別情報と見守り対象アカウント識別情報を紐付けて登録し、
　　前記管理者アカウント識別情報でログインしたユーザの入力に基づき、前記管理者ア
カウント識別情報に紐付けて目的地候補を登録し、
　　前記見守り対象アカウント識別情報でログインしたユーザの入力に基づき、登録され
ている前記目的地候補の範囲内で目的地を設定し、
　　前記見守り対象アカウント識別情報でログインしたユーザの端末装置から、当該端末
装置の現在位置を示す位置情報を取得し、
　　前記見守り対象アカウント識別情報でログインしたユーザの端末装置に、設定された
前記目的地を示す情報と、前記位置情報で示される現在位置を示す情報と、を地図上にマ
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ッピングした画像を表示させ、
　　前記位置情報で示される現在位置が、登録された前記目的地候補の占有エリア外から
占有エリア内に移動する到着イベントを検出し、
　　前記到着イベントが検出されると、その旨を、前記管理者アカウント識別情報でログ
インしたユーザの端末装置に通知し、
　　前記位置情報で示される現在位置が、登録された前記目的地候補の占有エリア内から
占有エリア外に移動する出発イベントを検出し、
　　前記出発イベントが検出されると、その旨を、前記管理者アカウント識別情報でログ
インしたユーザの端末装置に通知する通知方法。
【請求項１２】
　コンピュータを、
　　管理者アカウント識別情報と見守り対象アカウント識別情報を紐付けて登録するアカ
ウント登録手段、
　　前記管理者アカウント識別情報でログインしたユーザの入力に基づき、前記管理者ア
カウント識別情報に紐付けて目的地候補を登録する目的地候補登録手段、
　　前記見守り対象アカウント識別情報でログインしたユーザの入力に基づき、登録され
ている前記目的地候補の範囲内で目的地を設定する目的地設定手段、
　　前記見守り対象アカウント識別情報でログインしたユーザの端末装置から、当該端末
装置の現在位置を示す位置情報を取得する位置情報取得手段、
　　前記見守り対象アカウント識別情報でログインしたユーザの端末装置に、設定された
前記目的地を示す情報と、前記位置情報で示される現在位置を示す情報と、を地図上にマ
ッピングした画像を表示させる情報表示手段、
　　前記位置情報で示される現在位置が、登録された前記目的地候補の占有エリア外から
占有エリア内に移動する到着イベントを検出する到着イベント検出手段、
　　前記到着イベントが検出されると、その旨を、前記管理者アカウント識別情報でログ
インしたユーザの端末装置に通知する到着時処理手段、
　　前記位置情報で示される現在位置が、登録された前記目的地候補の占有エリア内から
占有エリア外に移動する出発イベントを検出する出発イベント検出手段、
　　前記出発イベントが検出されると、その旨を、前記管理者アカウント識別情報でログ
インしたユーザの端末装置に通知する出発時処理手段、
として機能させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通知システム、通知方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　子供や老人等の見守り対象の状況を把握する技術が望まれている。関連する技術が、特
許文献１に開示されている。特許文献１には、被管理者用端末と、管理サーバ装置と、ス
タッフ用端末とを有する見守りシステムが開示されている。被管理者用端末は、自端末の
位置情報に基づき被管理者が施設の外に出たことを検出し、検出に応じて管理サーバ装置
に警報を通知する。管理サーバは、被管理者用端末から、位置情報や被管理者の状況情報
を取得する。そして、管理サーバは、取得した位置情報や被管理者の状況情報をスタッフ
用端末に送信する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０２０－２０１８４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　見守り対象を管理する管理者に適切な情報を提供することで、適切な見守りが実現され
る。
【０００５】
　特許文献１に記載の上記技術は、病院や福祉施設内の見守りが必要な患者、利用者等の
見守りを行うための技術である。当該見守り対象は、基本的に行動範囲がその施設内（病
院内や福祉施設内等）に制限される。このため、特許文献１に記載の上記技術で提供され
る上記情報により、適切な見守りが実現される。しかし、見守り対象の行動範囲が所定の
施設内に制限されない場合には、特許文献１に記載の上記技術で提供される情報だけでは
適切な見守りが実現されない。
【０００６】
　本発明は、行動範囲が比較的広く、様々な場所に移動する見守り対象を見守るための技
術を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明によれば、
　管理者アカウント識別情報と見守り対象アカウント識別情報を紐付けて登録するアカウ
ント登録部と、
　前記管理者アカウント識別情報でログインしたユーザの入力に基づき、前記管理者アカ
ウント識別情報に紐付けて目的地候補を登録する目的地候補登録部と、
　前記見守り対象アカウント識別情報でログインしたユーザの入力に基づき、登録されて
いる前記目的地候補の範囲内で目的地を設定する目的地設定部と、
　前記見守り対象アカウント識別情報でログインしたユーザの端末装置から、当該端末装
置の現在位置を示す位置情報を取得する位置情報取得部と、
　前記見守り対象アカウント識別情報でログインしたユーザの端末装置に、設定された前
記目的地を示す情報と、前記位置情報で示される現在位置を示す情報と、を地図上にマッ
ピングした画像を表示させる情報表示部と、
　前記位置情報で示される現在位置が、登録された前記目的地候補の占有エリア外から占
有エリア内に移動する到着イベントを検出する到着イベント検出部と、
　前記到着イベントが検出されると、その旨を、前記管理者アカウント識別情報でログイ
ンしたユーザの端末装置に通知する到着時処理部と、
　前記位置情報で示される現在位置が、登録された前記目的地候補の占有エリア内から占
有エリア外に移動する出発イベントを検出する出発イベント検出部と、
　前記出発イベントが検出されると、その旨を、前記管理者アカウント識別情報でログイ
ンしたユーザの端末装置に通知する出発時処理部と、
を有する通知システムが提供される。
【０００８】
　また、本発明によれば、
　コンピュータが、
　　管理者アカウント識別情報と見守り対象アカウント識別情報を紐付けて登録し、
　　前記管理者アカウント識別情報でログインしたユーザの入力に基づき、前記管理者ア
カウント識別情報に紐付けて目的地候補を登録し、
　　前記見守り対象アカウント識別情報でログインしたユーザの入力に基づき、登録され
ている前記目的地候補の範囲内で目的地を設定し、
　　前記見守り対象アカウント識別情報でログインしたユーザの端末装置から、当該端末
装置の現在位置を示す位置情報を取得し、
　　前記見守り対象アカウント識別情報でログインしたユーザの端末装置に、設定された
前記目的地を示す情報と、前記位置情報で示される現在位置を示す情報と、を地図上にマ
ッピングした画像を表示させ、
　　前記位置情報で示される現在位置が、登録された前記目的地候補の占有エリア外から
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占有エリア内に移動する到着イベントを検出し、
　　前記到着イベントが検出されると、その旨を、前記管理者アカウント識別情報でログ
インしたユーザの端末装置に通知し、
　　前記位置情報で示される現在位置が、登録された前記目的地候補の占有エリア内から
占有エリア外に移動する出発イベントを検出し、
　　前記出発イベントが検出されると、その旨を、前記管理者アカウント識別情報でログ
インしたユーザの端末装置に通知する通知方法が提供される。
【０００９】
　また、本発明によれば、
　コンピュータを、
　　管理者アカウント識別情報と見守り対象アカウント識別情報を紐付けて登録するアカ
ウント登録手段、
　　前記管理者アカウント識別情報でログインしたユーザの入力に基づき、前記管理者ア
カウント識別情報に紐付けて目的地候補を登録する目的地候補登録手段、
　　前記見守り対象アカウント識別情報でログインしたユーザの入力に基づき、登録され
ている前記目的地候補の範囲内で目的地を設定する目的地設定手段、
　　前記見守り対象アカウント識別情報でログインしたユーザの端末装置から、当該端末
装置の現在位置を示す位置情報を取得する位置情報取得手段、
　　前記見守り対象アカウント識別情報でログインしたユーザの端末装置に、設定された
前記目的地を示す情報と、前記位置情報で示される現在位置を示す情報と、を地図上にマ
ッピングした画像を表示させる情報表示手段、
　　前記位置情報で示される現在位置が、登録された前記目的地候補の占有エリア外から
占有エリア内に移動する到着イベントを検出する到着イベント検出手段、
　　前記到着イベントが検出されると、その旨を、前記管理者アカウント識別情報でログ
インしたユーザの端末装置に通知する到着時処理手段、
　　前記位置情報で示される現在位置が、登録された前記目的地候補の占有エリア内から
占有エリア外に移動する出発イベントを検出する出発イベント検出手段、
　　前記出発イベントが検出されると、その旨を、前記管理者アカウント識別情報でログ
インしたユーザの端末装置に通知する出発時処理手段、
として機能させるプログラムが提供される。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、行動範囲が比較的広く、様々な場所に移動する見守り対象を見守るた
めの技術が実現される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施形態の通知システムの全体像を説明するための図である。
【図２】本実施形態の通知システムの機能ブロック図の一例である。
【図３】本実施形態の通知システムの処理の流れの一例を示すシーケンス図である。
【図４】本実施形態の通知システムが処理する情報の一例を模式的に示す図である。
【図５】本実施形態の通知システムの処理の流れの一例を示すシーケンス図である。
【図６】本実施形態の通知システムが処理する情報の一例を模式的に示す図である。
【図７】本実施形態の通知システムが処理する情報の一例を模式的に示す図である。
【図８】本実施形態の通知システムの処理の流れの一例を示すシーケンス図である。
【図９】本実施形態の通知システムが処理する情報の一例を模式的に示す図である。
【図１０】本実施形態の通知システムが処理する情報の一例を模式的に示す図である。
【図１１】本実施形態の通知システムの処理の流れの一例を示すシーケンス図である。
【図１２】本実施形態の通知システムにより表示される画面の一例を模式的に示す図であ
る。
【図１３】本実施形態の通知システムにより表示される画面の一例を模式的に示す図であ



(6) JP 6929477 B1 2021.9.1

10

20

30

40

50

る。
【図１４】本実施形態の通知システムにより表示される画面の一例を模式的に示す図であ
る。
【図１５】本実施形態の通知システムの処理の流れの一例を示すシーケンス図である。
【図１６】本実施形態の通知システムにより表示される画面の一例を模式的に示す図であ
る。
【図１７】本実施形態の通知システムにより表示される画面の一例を模式的に示す図であ
る。
【図１８】本実施形態の装置のハードウエア構成の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
＜第１の実施形態＞
「概要」
　まず、本実施形態の通知システムの概要を説明する。図１に示すように、通知システム
１０は、サーバ１と、端末装置２とを有する。サーバ１は、本実施形態の通知サービスの
ために用意されたサーバであり、当該通知サービスの提供者により管理される。端末装置
２は、当該通知サービスのユーザ各々が利用する装置であり、スマートフォン、タブレッ
ト端末、スマートウォッチ、携帯電話、携帯ゲーム機、パーソナルコンピュータ等が例示
される。端末装置２には、当該通知サービス専用のプログラム（アプリケーション）がイ
ンストールされている。サーバ１と端末装置２とはインターネット等の通信ネットワーク
を介して通信可能になっている。
【００１３】
　当該通知サービスでは、ユーザは、「管理者（見守る側）」及び「見守り対象（見守ら
れる側）」のいずれかとしてユーザ登録される。そして、当該通知サービスでは、管理者
と、当該管理者に見守られる見守り対象とが紐付けて登録される。
【００１４】
　また、当該通知サービスでは、管理者の操作によって、見守り対象が訪れることがある
場所（学校、自宅、塾、市、町等）が目的地候補として登録される。そして、目的地候補
の範囲内に見守り対象が入ったこと、又、目的地候補の範囲内から範囲外に出たことが検
出されると、管理者にその旨が通知される。これにより、管理者は、見守り対象が目的地
候補に到着したことや、目的地候補を出発したことを把握することが可能となる。
【００１５】
　また、見守り対象は、管理者により登録された目的地候補の中から目的地を選択して、
経路検索やナビゲーション等の機能を利用することができる。
【００１６】
「機能構成」
　次に、通知システム１０の機能構成を説明する。図２に、通知システム１０の機能ブロ
ック図の一例を示す。図示するように、通知システム１０は、アカウント登録部１１と、
目的地候補登録部１２と、目的地設定部１３と、情報表示部１４と、位置情報取得部１５
と、到着イベント検出部１６と、到着時処理部１７と、出発イベント検出部１８と、出発
時処理部１９と、記憶部２０とを有する。各機能部は、サーバ１又は端末装置２内で実現
される。各機能部をサーバ１及び端末装置２のいずれの装置内で実現するかは特段制限さ
れず、本実施形態ではあらゆる構成を採用できる。
【００１７】
　通知システム１０は、これら機能部により、
・アカウント登録処理、
・目的地候補登録処理、
・経路検索処理、
・到着及び出発通知処理、
を実現する。以下、詳細に説明する。
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【００１８】
＜アカウント登録処理＞
　アカウント登録処理は、
・管理者アカウントを新規に作成して登録、
・見守り対象アカウントを新規に作成して登録、
・管理者アカウントと見守り対象アカウントを紐付けて登録、
を行う処理である。
【００１９】
　アカウント登録処理では、まず、管理者となるユーザが、自身の管理者アカウントを作
成し、管理者となる。そして、管理者が、見守り対象アカウントを作成するとともに、作
成した見守り対象アカウントを自身の管理者アカウントに紐付けて登録する。アカウント
登録処理は、アカウント登録部１１により実現される。アカウント登録部１１は、例えば
サーバ１内で実現される。
【００２０】
　図３のシーケンス図を用いて、管理者アカウントを新規に作成して登録する処理を説明
する。なお、図示する処理の流れはあくまで一例であり、これに限定されない。
【００２１】
　まず、管理者となるユーザは、自身の端末装置２を操作して、管理者アカウントを作成
するための登録情報を入力し、サーバ１に送信する（Ｓ１０１）。
【００２２】
　管理者アカウントを作成するための登録情報は、メールアドレス、ログインするための
パスワード、プロフィールアイコン、色、ニックネーム、電話番号、生年月日などが例示
される。なお、管理者アカウントを作成するための登録情報は、ここで例示した情報の一
部を含まなくてもよいし、ここで例示していない情報を含んでもよい。
【００２３】
　サーバ１のアカウント登録部１１は、端末装置２から送信された登録情報を取得する。
そして、アカウント登録部１１は、取得した登録情報が所定の登録条件を満たす場合（Ｓ
１０２）、新たな管理者アカウント識別情報を発行し（Ｓ１０３）、記憶部２０に登録す
る（Ｓ１０４）。そして、アカウント登録部１１は、管理者アカウントの作成が完了した
ことを端末装置２に通知する（Ｓ１０５）。
【００２４】
　登録条件は、「必須の登録情報（例えば、メールアドレス、パスワード、ニックネーム
等）を含むこと」、「取得したメールアドレスが既に登録されていないこと」等が例示さ
れるが、これらに限定されない。なお、取得した登録情報が所定の登録条件を満たさない
場合、その旨が端末装置２に通知される。この場合、Ｓ１０３以降の処理は実行されない
。
【００２５】
　図４に、記憶部２０に登録された管理者アカウント情報の一例を模式的に示す。図示す
る例では、サーバ１により発行された管理者アカウント識別情報と、ユーザが入力した登
録情報とが紐付けて登録されている。
【００２６】
　次に、図５のシーケンス図を用いて、見守り対象アカウントを新規に作成して登録する
とともに、管理者アカウントと見守り対象アカウントを紐付けて登録する処理を説明する
。なお、図示する処理の流れはあくまで一例であり、これに限定されない。
【００２７】
　まず、管理者は、自身の端末装置２を操作して、サーバ１にログインするためのログイ
ン情報（管理者アカウント識別情報、メールアドレス、パスワード等）を入力し、サーバ
１に送信する（Ｓ２０１）。サーバ１は、受信したログイン情報に基づき、認証処理を行
う（Ｓ２０２）。そして、認証に成功した場合、サーバ１は、ログイン後画面を管理者の
端末装置２に送信する（Ｓ２０３）。次いで、管理者の端末装置２は、ログイン後画面を
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ディスプレイに表示する。
【００２８】
　管理者は、ログイン後画面から見守り対象アカウントを作成する画面を呼び出す。そし
て、管理者は、見守り対象アカウントを作成するための登録情報を入力し、サーバ１に送
信する（Ｓ２０４）。
【００２９】
　見守り対象アカウントを作成するための登録情報は、プロフィールアイコン、色、ニッ
クネーム、電話番号、生年月日などが例示される。なお、見守り対象アカウントを作成す
るための登録情報は、ここで例示した情報の一部を含まなくてもよいし、ここで例示して
いない情報を含んでもよい。
【００３０】
　サーバ１のアカウント登録部１１は、管理者の端末装置２から送信された登録情報を取
得する。そして、アカウント登録部１１は、取得した登録情報が所定の登録条件を満たす
場合（Ｓ２０５）、新たな見守り対象アカウント識別情報を発行し（Ｓ２０６）、管理者
アカウント識別情報に紐付けて記憶部２０に登録する（Ｓ２０７）。そして、アカウント
登録部１１は、見守り対象アカウントの作成が完了したことを管理者の端末装置２に通知
する（Ｓ２０８）。
【００３１】
　登録条件は、「必須の登録情報（例えば、ニックネーム等）を含むこと」等が例示され
るが、これらに限定されない。なお、取得した登録情報が所定の登録条件を満たさない場
合、その旨が管理者の端末装置２に通知される。この場合、Ｓ２０６以降の処理は実行さ
れない。
【００３２】
　図６に、記憶部２０に登録された見守り対象アカウント情報の一例を模式的に示す。図
示する例では、サーバ１により発行された見守り対象アカウント識別情報と、管理者が入
力した登録情報とが紐付けて登録されている。なお、図示するように、見守り対象アカウ
ントでは、アカウント登録後に、本名、住所、血液型、緊急連絡先名、緊急連絡先の電話
番号等が登録できてもよい。
【００３３】
　図７に、記憶部２０に記憶された管理者アカウント識別情報と見守り対象アカウント識
別情報とを紐付けた情報の一例を模式的に示す。図示するように、１つの管理者識別情報
に、複数の見守り対象アカウント識別情報を紐付けて登録することができる。また、図示
するように、アカウント登録部１１は、グループ識別情報を新たに発行し、このグループ
識別情報に管理者アカウント識別情報及び見守り対象アカウント識別情報を紐付けて登録
してもよい。なお、グループ識別情報はなくてもよい。
【００３４】
＜目的地候補登録処理＞
　目的地候補登録処理は、
・見守り対象が訪れることがある場所（学校、自宅、塾、市、町等）を目的地候補として
登録、
を行う処理である。
【００３５】
　目的地候補登録処理では、管理者が、目的地候補　　　　を登録する。そして、見守り
対象が複数登録されている場合、管理者は見守り対象毎に目的地候補を登録することがで
きる。目的地候補登録処理は、目的地候補登録部１２により実現される。目的地候補登録
部１２は、例えばサーバ１内で実現される。
【００３６】
　図８のシーケンス図を用いて、目的地候補を登録する処理を説明する。なお、図示する
処理の流れはあくまで一例であり、これに限定されない。
【００３７】
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　まず、管理者は、自身の端末装置２を操作して、サーバ１にログインするためのログイ
ン情報（管理者アカウント識別情報、メールアドレス、パスワード等）を入力し、サーバ
１に送信する（Ｓ３０１）。サーバ１は、受信したログイン情報に基づき、認証処理を行
う（Ｓ３０２）。そして、認証に成功した場合、サーバ１は、ログイン後画面を管理者の
端末装置２に送信する（Ｓ３０３）。次いで、管理者の端末装置２は、ログイン後画面を
ディスプレイに表示する。
【００３８】
　管理者は、ログイン後画面から目的地候補を登録する画面を呼び出す。そして、管理者
は、目的地候補を指定する目的地候補登録情報を入力し、サーバ１に送信する（Ｓ３０４
）。
【００３９】
　目的地候補登録情報は、「目的地候補の位置情報」、「目的地候補の占有エリアを示す
情報」及び「対象となる見守り対象を示す情報」を含む。その他、目的地候補登録情報は
、管理者が設定した目的地候補の名称（学校、塾、ピアノ教室等）を含んでもよい。
【００４０】
　目的地候補の位置情報は、所定の地点の位置情報であり、例えば緯度、経度等で示され
る。管理者は、管理者の端末装置２に表示された地図上で所定の地点を選択することで、
目的地候補の位置情報を入力してもよい。その他、管理者は、住所、施設名、電話番号等
のキーワードを指定することで、目的地候補の位置情報を入力してもよい。この場合、任
意の装置が、データベースを参照して、指定されたキーワードに紐付く位置情報を検索す
る。そして、目的地候補登録部１２は、指定されたキーワードに基づき検索された位置情
報を取得する。
【００４１】
　目的地候補の占有エリアを示す情報は、例えば目的地候補の大きさを示す情報である。
当該情報としては、例えば半径が考えられる。この場合、上記目的地候補の位置情報で示
される所定の地点を中心とし、かつ半径が目的地候補の占有エリアを示す情報で示される
値である円のエリアが、目的地候補の占有エリアとなる。管理者は、「１０ｍ、２０ｍ、
３０ｍ・・・」等のように予め用意された選択肢の中から所定の半径を選択してもよいし
、その他の手段で半径を指定してもよい。その他、予め目的地候補の種別（学校、マンシ
ョン、アパート、一軒家等）と半径とを紐付けた情報がサーバ１に登録されていてもよい
。そして、管理者は、目的地候補の種別を選択してもよい。この場合、目的地候補登録部
１２は、上記登録された情報に基づき、選択された目的地候補の種別に紐付く半径を特定
する。
【００４２】
　なお、占有エリアの形状は、上述した円形状と異なる形状（四角形、三角形、その他の
多角形等）であってもよい。この場合、上記半径に代えて、例えば一辺の長さや中心から
頂点までの距離等が、上記目的地候補の大きさを示す情報として利用されてもよい。この
ような場合であっても、目的地候補登録部１２は、上記半径と同様の手段で、管理者から
の指定を受付けることができる。
【００４３】
　また、占有エリアの形状は、管理者が目的地候補毎に指定できてもよい。この場合、目
的地候補の占有エリアを示す情報は、目的地候補の大きさを示す情報に加えて、目的地候
補の形状を示す情報をさらに含む。
【００４４】
　その他、管理者は、管理者の端末装置２に表示された地図上で所定のエリアを指定する
ことで、目的地候補の占有エリアを示す情報を入力してもよい。所定のエリアの形状、大
きさ及び位置は、管理者が自由に変更できる。地図上で所定のエリアを指定する入力は、
従来のあらゆる技術を利用して実現できる。
【００４５】
　対象となる見守り対象を示す情報は、見守り対象識別情報である。管理者は、設定した
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目的地候補毎に、自身の管理者アカウント識別情報に紐付く見守り対象アカウント識別情
報の中から少なくとも１つを選択する。
【００４６】
　サーバ１の目的地候補登録部１２は、管理者の端末装置２から送信された目的地候補登
録情報を取得する。そして、目的地候補登録部１２は、取得した目的地候補登録情報が所
定の登録条件を満たす場合（Ｓ３０５）、その目的地候補登録情報を管理者アカウント識
別情報及びグループ識別情報の少なくとも一方に紐付けて記憶部２０に登録する（Ｓ３０
６）。そして、目的地候補登録部１２は、目的地候補の登録が完了したことを管理者の端
末装置２に通知する（Ｓ３０７）。
【００４７】
　登録条件は、「必須の登録情報（例えば、目的地候補の位置情報、目的地候補の占有エ
リアを示す情報及び対象となる見守り対象を示す情報等）を含むこと」等が例示されるが
、これらに限定されない。なお、取得した目的地候補登録情報が所定の登録条件を満たさ
ない場合、その旨が管理者の端末装置２に通知される。この場合、Ｓ３０６以降の処理は
実行されない。
【００４８】
　図９に、記憶部２０に記憶された目的地候補情報の一例を模式的に示す。図示するよう
に、１つのグループ識別情報又は管理者識別情報に、複数の目的地候補を紐付けて登録す
ることができる。また、図示するように、１つの目的地候補に、１人又は複数人の見守り
対象識別情報を紐付けて登録することができる。なお、図示する「対象者」の情報が、各
目的地候補に紐付けられた見守り対象識別情報を示す。
【００４９】
　図１０に、記憶部２０に記憶された目的地候補情報の他の一例を模式的に示す。図１０
に示す例のように、目的地候補は、家や学校などの施設単位でなく、町や市等のように比
較的広いエリアとして指定されてもよい。
【００５０】
＜経路検索処理＞
　経路検索処理は、
・見守り対象者により端末操作２を介して実行される処理であって、見守り対象者の現在
位置情報と目的地候補の位置情報とを用いて、目的地候補の中から選択された目的地まで
の経路を検索して提示、
を行う処理である。
【００５１】
　経路検索処理では、見守り対象が、登録された目的地候補の中から目的地を選択する。
そして、見守り対象の端末装置２の現在位置から目的地までの経路が検索され、見守り対
象の端末装置２に出力される。見守り対象は、登録された目的地候補の範囲内で、当該経
路検索サービスを利用することができる。経路検索処理は、目的地設定部１３、情報表示
部１４及び位置情報取得部１５により実現される。目的地設定部１３、情報表示部１４及
び位置情報取得部１５は、例えばサーバ１内で実現される。
【００５２】
　図１１のシーケンス図を用いて、経路検索処理を説明する。なお、図示する処理の流れ
はあくまで一例であり、これに限定されない。
【００５３】
　まず、見守り対象は、自身の端末装置２を操作して、サーバ１にログインするためのロ
グイン情報を入力し、サーバ１に送信する（Ｓ４０１）。本実施形態では、見守り対象に
よるログインを管理者が管理できるようにするため、以下の方法で見守り対象のログイン
が実現される。
【００５４】
　一例とし、管理者が自身の端末装置２を操作してサーバ１にログインした後、ログイン
パスコードを発行する操作を行う。管理者は、当該操作に応じて発行されたログインパス
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コード（例えば、管理者の端末装置２に表示）を見守り対象に通知する（口頭、パスコー
ドが表示されたディスプレイを提示等）。見守り対象は、自身の端末装置２を操作して、
通知されたログインパスコードと自身の見守り対象識別情報を上記ログイン情報としてサ
ーバ１に送信する。
【００５５】
　他の例として、管理者が自身の端末装置２を操作してサーバ１にログインした後、ログ
イン情報を示すコード（バーコード、２次元コード等）を発行する操作を行う。管理者は
、当該操作に応じて発行されたコード（例えば、管理者の端末装置２に表示）を見守り対
象に提示する。見守り対象は、自身の端末装置２で当該コードを読み取り、当該コードが
示すログイン情報と自身の見守り対象識別情報をサーバ１に送信する。
【００５６】
　なお、従来のその他の手法で、見守り対象のログインが実現されてもよい。
【００５７】
　サーバ１は、受信したログイン情報に基づき、認証処理を行う（Ｓ４０２）。そして、
認証に成功した場合、サーバ１は、ログイン後画面を見守り対象の端末装置２に送信する
（Ｓ４０３）。次いで、見守り対象の端末装置２は、ログイン後画面をディスプレイに表
示する。
【００５８】
　見守り対象は、ログイン後画面から目的地を設定する画面を呼び出すリクエストを行う
（Ｓ４０４）。すると、サーバ１の目的地設定部１３は、記憶部２０に記憶されている情
報（図９、１０参照）を参照して、その見守り対象に紐付けて登録されている目的地候補
を特定し（Ｓ４０５）、特定した目的地候補の範囲内で目的地を設定できる画面を生成し
て、見守り対象の端末装置２に返信する（Ｓ４０６）。見守り対象の端末装置２は、当該
画面を表示し、目的地を指定する入力を見守り対象から受付ける。そして、見守り対象の
端末装置２は、目的地を示す情報、及び自装置の現在位置情報（ＧＰＳ（global positio
ning system）等を利用して取得）をサーバ１に送信する（Ｓ４０７）。なお、自装置の
現在位置情報の送信タイミングは、この例に限定されない。
【００５９】
　図１２に、特定した目的地候補の範囲内で目的地を設定できる画面の一例を示す。当該
画面では、その見守り対象に紐付けて登録されている目的地候補の名称が選択可能に表示
されている。見守り対象は、表示された目的地候補の中から目的地を選択することができ
る。このように、一例では、目的地設定部１３は、管理者により登録された１つ又は複数
の目的地候補を選択可能に表示し、選択可能な目的地候補の中から１つを目的地として選
択する入力を受付けることができる。
【００６０】
　図１３に、特定した目的地候補の範囲内で目的地を設定できる画面の他の一例を示す。
当該画面では、その見守り対象に紐付けて登録されている目的地候補（町や市等のように
比較的広いエリア）が地図上で識別可能に表示されている。見守り対象は、表示された目
的地候補のエリア内で目的地を選択することができる。見守り対象は、見守り対象の端末
装置２に表示された図１３に示すような地図上で所定の地点を選択することで、目的地を
指定してもよい。この場合、目的地設定部１３は、地図上で指定された地点が目的地候補
の範囲内か判断する。地図上で指定された地点が目的地候補の範囲内である場合、目的地
設定部１３はその地点を目的地として設定する。一方、地図上で指定された地点が目的地
候補の範囲内でない場合、目的地設定部１３はその地点を目的地として設定せず、エラー
処理（見守り対象の端末装置２への通知等）を行う。
【００６１】
　その他、見守り対象は、住所、施設名、電話番号等のキーワードを指定することで、目
的地を指定してもよい。この場合、任意の装置が、データベースを参照して、指定された
キーワードに紐付く位置情報を検索する。そして、目的地設定部１３は、指定されたキー
ワードに基づき検索された位置情報を目的地の位置情報として取得する。次いで、目的地
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設定部１３は、取得した位置情報が目的地候補の範囲内か判断する。取得した位置情報が
目的地候補の範囲内である場合、目的地設定部１３はその位置情報で示される位置を目的
地として設定する。一方、取得した位置情報が目的地候補の範囲内でない場合、目的地設
定部１３はその位置情報で示される位置を目的地として設定せず、エラー処理（見守り対
象の端末装置２への通知等）を行う。
【００６２】
　このように、一例では、目的地設定部１３は、管理者により登録された目的地候補（町
や市等のように比較的広いエリア）を視認可能に表示し、当該目的地候補のエリアの中で
目的地とする地点を指定する入力を受付けることができる。
【００６３】
　上記図１２及び図１３を用いて説明した処理によれば、目的地設定部１３は、登録され
ている目的地候補の範囲内でのみ目的地の設定を受付け、登録されている目的地候補の範
囲外での目的地の設定を受付けない構成が実現される。
【００６４】
　次いで、目的地設定部１３は、受信した目的地を示す情報、及び見守り対象の端末装置
２の現在位置情報に基づき、見守り対象の端末装置２の現在位置から目的地までの経路を
検索する（Ｓ４０８）。経路検索は、従来技術を利用して実現できる。次いで、情報表示
部１４は、経路検索の結果を見守り対象の端末装置２に送信し、見守り対象の端末装置２
に表示させる（Ｓ４０９）。
【００６５】
　図１４に、見守り対象の端末装置２に表示される経路検索の結果の一例を模式的に示す
。図示する例は、設定された目的地を示す情報と、見守り対象の端末装置２の現在位置を
示す情報と、を地図上にマッピングした画像である。現在位置はバツマークで示され、目
的地はＧマークで示されている。なお、その他の手法で現在位置及び目的地が示されても
よい。そして、図示する例では、現在位置から目的地までの経路が破線で示されている。
【００６６】
　なお、目的地設定部１３は、目的地の設定及び経路検索を行った後、見守り対象の端末
装置２の位置情報を繰り返し取得し、目的地までのナビゲーションを行ってもよい。等倍
ナビゲーションは、従来技術を利用して実現できる。
【００６７】
＜到着及び出発通知処理＞
　到着及び出発通知処理は、
・見守り対象が予め登録された目的地候補の占有エリア内に入ったこと、及び当該目的地
候補の占有エリア外に出たことを検出、
・当該検出に応じてその旨を管理者に通知、
を行う処理である。
【００６８】
　到着及び出発通知処理では、見守り対象の端末装置２から取得した現在位置と、予め登
録された目的地候補の占有エリアとの照合が行われる。そして、見守り対象の端末装置２
の現在位置が予め登録された目的地候補の占有エリア外から占有エリア内に移動したこと
、及び見守り対象の端末装置２の現在位置が予め登録された目的地候補の占有エリア外か
ら占有エリア内に移動したことが検出されると、その検出に応じて、その旨が管理者の端
末装置２に通知される。到着及び出発通知処理は、到着イベント検出部１６、到着時処理
部１７、出発イベント検出部１８及び出発時処理部１９により実現される。到着イベント
検出部１６及び出発イベント検出部１８は、例えばサーバ１内又は見守り対象の端末装置
２内で実現される。到着時処理部１７及び出発時処理部１９は、例えばサーバ１内で実現
される。
【００６９】
　図１５のシーケンス図を用いて、到着及び出発通知処理を説明する。なお、図示する処
理の流れはあくまで一例であり、これに限定されない。見守り対象の端末装置２は、自装
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置の現在位置を示す位置情報を繰り返し取得し、サーバ１に繰り返し送信する（Ｓ５０１
）。
【００７０】
　サーバ１の到着イベント検出部１６は、上記位置情報で示される見守り対象の端末装置
２の現在位置と、予めその見守り対象に紐付けて登録された目的地候補の占有エリアとを
照合し、見守り対象の端末装置２の現在位置が上記目的地候補の占有エリア外から占有エ
リア内に移動する到着イベントを検出する処理を行う（Ｓ５０２）。到着イベント検出部
１６は、管理者により予め登録された目的地候補の占有エリアを利用して、上記到着イベ
ントの検出処理を実行することができる。
【００７１】
　そして、到着イベントが検出された場合（Ｓ５０３のＹｅｓ）、サーバ１の到着時処理
部１７は、到着情報を管理者の端末装置２（管理者カウント識別情報でログインしたユー
ザの端末装置２）に送信することで、到着イベントの検出を管理者の端末装置２に通知す
る（Ｓ５０４）。管理者の端末装置２は、到着情報を受信すると（Ｓ５０５のＹｅｓ）、
当該到着情報を出力する（Ｓ５０６）。
【００７２】
　例えば、アプリケーションのプッシュ通知機能や、予め登録されてメールアドレスに向
けた送信や、アプリケーション内のメッセージ機能を利用した報知等で、到着情報の送信
が実現される。図１６に、アプリケーションのプッシュ通知機能で管理者の端末装置２に
表示された到着情報の一例を示す。図示する例では、見守り対象のニックネーム、到着イ
ベントが検出された旨、到着日時、及び到着した目的地候補を示す情報が表示されている
。
【００７３】
　また、サーバ１の出発イベント検出部１８は、上記位置情報で示される見守り対象の端
末装置２の現在位置と、予めその見守り対象に紐付けて登録された目的地候補の占有エリ
アとを照合し、見守り対象の端末装置２の現在位置が上記目的地候補の占有エリア内から
占有エリア外に移動する出発イベントを検出する処理を行う（Ｓ５０７）。出発イベント
検出部１８は、管理者により予め登録された目的地候補の占有エリアを利用して、上記出
発イベントの検出処理を実行することができる。
【００７４】
　そして、出発イベントが検出された場合（Ｓ５０７のＹｅｓ）、サーバ１の出発時処理
部１９は、出発情報を管理者の端末装置２（管理者カウント識別情報でログインしたユー
ザの端末装置２）に送信することで、出発イベントの検出を管理者の端末装置２に通知す
る（Ｓ５０８）。管理者の端末装置２は、出発情報を受信すると（Ｓ５０９のＹｅｓ）、
当該出発情報を出力する（Ｓ５０６）。
【００７５】
　例えば、アプリケーションのプッシュ通知機能や、予め登録されてメールアドレスに向
けた送信等で、出発情報の送信が実現される。図１７に、アプリケーションのプッシュ通
知機能で管理者の端末装置２に表示された出発情報の一例を示す。図示する例では、見守
り対象のニックネーム、出発イベントが検出された旨、出発日時、及び出発した目的地候
補を示す情報が表示されている。
【００７６】
　なお、ここではサーバ１が到着イベント検出部１６及び出発イベント検出部１８を備え
る例を説明したが、見守り対象の端末装置２が到着イベント検出部１６及び出発イベント
検出部１８を備えてもよい。この場合、Ｓ５０１の処理、すなわち「見守り対象の端末装
置２が、自装置の現在位置を示す位置情報をサーバ１に繰り返し送信する処理」が不要と
なる。見守り対象の端末装置２は、自装置の現在位置を示す位置情報を繰り返し取得する
と、Ｓ５０２、Ｓ５０３及びＳ５０４を繰り返し行う。そして、到着イベントが検出され
た場合、見守り対象の端末装置２は、到着情報をサーバ１に送信する。これに応じて、サ
ーバ１は、到着情報を管理者の端末装置２に送信する。また、出発イベントが検出された
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場合、見守り対象の端末装置２は、出発情報をサーバ１に送信する。これに応じて、サー
バ１は、出発情報を管理者の端末装置２に送信する。
【００７７】
　また、上記処理の変形例として、サーバ１の到着イベント検出部１６は、見守り対象の
端末装置２の現在位置と、その見守り対象が設定した目的地の占有エリアとを照合し、見
守り対象の端末装置２の現在位置が上記設定された目的地の占有エリア外から占有エリア
内に移動する到着イベントを検出してもよい。すなわち、見守り対象の端末装置２の現在
位置と照合する対象を、「予めその見守り対象に紐付けて登録された目的地候補」に代え
て、「その見守り対象が設定した目的地」としてもよい。
【００７８】
　同様に、サーバ１の出発イベント検出部１８は、見守り対象の端末装置２の現在位置と
、その見守り対象が設定した目的地の占有エリアとを照合し、見守り対象の端末装置２の
現在位置が上記設定された目的地の占有エリア内から占有エリア外に移動する出発イベン
トを検出してもよい。すなわち、見守り対象の端末装置２の現在位置と照合する対象を、
「予めその見守り対象に紐付けて登録された目的地候補」に代えて、「その見守り対象が
設定した目的地」としてもよい。
【００７９】
「ハードウエア構成」
　次に、サーバ１及び端末装置２のハードウエア構成を説明する。本実施形態のサーバ１
及び端末装置２が備える各機能部は、任意のコンピュータのＣＰＵ（Central Processing
 Unit）、メモリ、メモリにロードされるプログラム、そのプログラムを格納するハード
ディスク等の記憶ユニット（あらかじめ装置を出荷する段階から格納されているプログラ
ムのほか、ＣＤ（Compact Disc）等の記憶媒体やインターネット上のサーバ等からダウン
ロードされたプログラムをも格納できる）、ネットワーク接続用インターフェイスを中心
にハードウエアとソフトウエアの任意の組合せによって実現される。そして、その実現方
法、装置にはいろいろな変形例があることは、当業者には理解されるところである。
【００８０】
　図１８は、サーバ１及び端末装置２のハードウエア構成を例示するブロック図である。
図１８に示すように、サーバ１及び端末装置２は、プロセッサ１Ａ、メモリ２Ａ、入出力
インターフェイス３Ａ、周辺回路４Ａ、バス５Ａを有する。周辺回路４Ａには、様々なモ
ジュールが含まれる。なお、各装置は周辺回路４Ａを有さなくてもよい。
【００８１】
　なお、サーバ１及び端末装置２は物理的及び／又は論理的に分かれた複数の装置で構成
されてもよい。この場合、各装置が上記ハードウエア構成を備えることができる。その他
、サーバ１及び端末装置２は、物理的及び論理的に１つの装置で構成されてもよい。
【００８２】
　バス５Ａは、プロセッサ１Ａ、メモリ２Ａ、周辺回路４Ａ及び入出力インターフェイス
３Ａが相互にデータを送受信するためのデータ伝送路である。プロセッサ１Ａは、例えば
ＣＰＵ、ＧＰＵ（Graphics Processing Unit）などの演算処理装置である。メモリ２Ａは
、例えばＲＡＭ（Random Access Memory）やＲＯＭ（Read Only Memory）などのメモリで
ある。入出力インターフェイス３Ａは、入力装置、外部装置、外部サーバ、外部センサ等
から情報を取得するためのインターフェイスや、出力装置、外部装置、外部サーバ等に情
報を出力するためのインターフェイスなどを含む。入力装置は、例えばキーボード、マウ
ス、マイク等である。出力装置は、例えばディスプレイ、スピーカ、プリンター、メーラ
等である。プロセッサ１Ａは、各モジュールに指令を出し、それらの演算結果をもとに演
算を行うことができる。
【００８３】
「作用効果」
　以上説明した本実施形態の通知システム１０によれば、管理者は、見守り対象が訪れる
ことがある場所（学校、自宅、塾、市、町等）を予め目的地候補として登録しておくこと
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で、見守り対象がその目的地候補に到着したことや、その目的地候補から出発したこと等
の通知を受けることができる。この通知により、管理者は、行動範囲が比較的広く、様々
な場所に移動する見守り対象を見守ることが可能となる。
【００８４】
　また、本実施形態の通知システム１０は、管理者が登録した目的地候補の範囲内で目的
地を設定し、経路検索やナビゲーション等の機能を利用することができる。見守り対象が
経路検索機能における目的地を自由に設定できると、見守り対象は、管理者が予期しない
場所を目的地として設定し、経路検索の結果やナビゲーションを利用してそこに移動する
恐れがある。本実施形態の通知システム１０によれば、このような不都合を回避すること
ができる。
【００８５】
　また、本実施形態の通知システム１０によれば、管理者が見守り対象のアカウントを作
成する。このため、見守り対象が自分で勝手にアカウントを作成し、サービスを利用する
不都合を回避することができる。
【００８６】
　また、本実施形態の通知システム１０によれば、見守り対象によるログインを管理者の
管理の下で行わせることができる。このため、見守り対象が自分で勝手にログインし、サ
ービスを利用する不都合を回避することができる。
【００８７】
「変形例」
　上記説明した実施形態の通知システム１０は、見守り対象に向けたサービス（見守り対
象が利用可能なサービス）として、経路検索処理を実行した。変形例として、通知システ
ムは、見守り対象に向けたサービスとして、経路検索処理に加えて又は代えて、その他の
処理を実行してもよい。見守り対象に向けたサービスは、「見守り対象者により端末操作
２を介して実行される処理であって、見守り対象者の現在位置情報と目的地候補の位置情
報の少なくとも一方を用いて実行される処理」であればよく、その詳細は様々である。
【００８８】
　例えば、通知システム１０はゲームを提供してもよい。そして、ゲーム処理の少なくと
も一部の実行が見守り対象者の現在位置に応じて制限されてもよい。以下、当該例の構成
を説明する。
【００８９】
　到着時処理部１７は、到着イベント検出部１６により到着イベントが検出されると、そ
の到着イベントが検出された見守り対象が所定のゲーム処理を実行することを許可しても
よい。当該許可に応じて、見守り対象は、自身の端末装置２を操作して、所定のゲーム処
理を実行することが可能となる。
【００９０】
　同様に、出発時処理部１９は、出発イベント検出部１８により出発イベントが検出され
ると、その出発イベントが検出された見守り対象が所定のゲーム処理を実行することを禁
止してもよい。当該禁止に応じて、見守り対象は、自身の端末装置２を操作して、所定の
ゲーム処理を実行することが不可能となる。
【００９１】
　所定のゲーム処理は、所定のゲームのプレイであってもよいし、所定のゲーム内で実行
可能な所定の処理（アイテムの取得、敵キャラクタとの戦闘、情報の取得等）であっても
よい。見守り対象による当該ゲーム処理の実行は、サーバ１により制御される。サーバ１
は、到着時処理部１７及び出発時処理部１９より出力された許可情報及び禁止情報に基づ
き、見守り対象による所定のゲーム処理の実行を制御する。
【００９２】
　当該変形例の通知システム１０によれば、管理者は、見守り対象がゲーム実行を目的と
して訪れても良い場所（学校、自宅、塾、市、町等）を予め目的地候補として登録してお
くことで、見守り対象がその目的地候補に到着したことや、その目的地候補から出発した
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こと等の通知を受けることができる。見守り対象がゲーム実行のために目的地を自由に利
用できると、見守り対象は、管理者が予期しない場所をゲーム実行の目的地として利用し
、そこに移動する恐れがある。本実施形態の通知システム１０によれば、このような不都
合を回避することができる。
【００９３】
　また、当該変形例の通知システム１０によれば、見守り対象は、ゲームを実行するため
に、予め登録された目的地候補を訪れるようになる。そして、見守り対象は、ゲームを実
行するために、予め登録された目的地候補の中に居続けるようになる。結果、見守り対象
が目的地候補以外を訪れる不都合を抑制できる。
【００９４】
　以下、参考形態の例を付記する。
１．　管理者アカウント識別情報と見守り対象アカウント識別情報を紐付けて登録するア
カウント登録部と、
　前記管理者アカウント識別情報でログインしたユーザの入力に基づき、前記管理者アカ
ウント識別情報に紐付けて目的地候補を登録する目的地候補登録部と、
　前記見守り対象アカウント識別情報でログインしたユーザの入力に基づき、登録されて
いる前記目的地候補の範囲内で目的地を設定する目的地設定部と、
　前記見守り対象アカウント識別情報でログインしたユーザの端末装置から、当該端末装
置の現在位置を示す位置情報を取得する位置情報取得部と、
　前記見守り対象アカウント識別情報でログインしたユーザの端末装置に、設定された前
記目的地を示す情報と、前記位置情報で示される現在位置を示す情報と、を地図上にマッ
ピングした画像を表示させる情報表示部と、
　前記位置情報で示される現在位置が、登録された前記目的地候補の占有エリア外から占
有エリア内に移動する到着イベントを検出する到着イベント検出部と、
　前記到着イベントが検出されると、その旨を、前記管理者アカウント識別情報でログイ
ンしたユーザの端末装置に通知する到着時処理部と、
　前記位置情報で示される現在位置が、登録された前記目的地候補の占有エリア内から占
有エリア外に移動する出発イベントを検出する出発イベント検出部と、
　前記出発イベントが検出されると、その旨を、前記管理者アカウント識別情報でログイ
ンしたユーザの端末装置に通知する出発時処理部と、
を有する通知システム。
２．　前記目的地候補登録部は、前記管理者アカウント識別情報でログインしたユーザの
入力に基づき、前記目的地候補の占有エリアを登録する１に記載の通知システム。
３．　前記目的地候補登録部は、前記管理者アカウント識別情報でログインしたユーザか
ら前記目的地候補の占有エリアの大きさ及び形状を指定する入力を受付ける２に記載の通
知システム。
４．　前記到着イベント検出部は、登録された前記目的地候補の占有エリアを利用して、
前記到着イベントの検出処理を実行し、
　前記出発イベント検出部は、登録された前記目的地候補の占有エリアを利用して、前記
出発イベントの検出処理を実行する２又は３に記載の通知システム。
５．　前記目的地設定部は、登録されている前記目的地候補の範囲外での前記目的地の設
定を受付けない１から４のいずれかに記載の通知システム。
６．　前記目的地設定部は、前記管理者アカウント識別情報でログインしたユーザの入力
に基づき登録された前記目的地候補を選択可能に表示し、選択可能な前記目的地候補の中
から１つを前記目的地として選択する入力を受付ける５に記載の通知システム。
７．　前記目的地設定部は、前記管理者アカウント識別情報でログインしたユーザの入力
に基づき登録された前記目的地候補のエリアを視認可能に表示し、前記目的地候補のエリ
アの中で前記目的地とする地点を指定する入力を受付ける５に記載の通知システム。
８．　前記情報表示部は、前記位置情報で示される現在位置から、設定された前記目的地
までの経路がさらに示された前記画像を、前記見守り対象アカウント識別情報でログイン
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したユーザの端末装置に表示させる１から７のいずれかに記載の通知システム。
９．　前記到着時処理部は、前記到着イベントが検出されると、前記見守り対象アカウン
ト識別情報でログインしたユーザが所定のゲーム処理を実行することを許可する１から８
のいずれかに記載の通知システム。
１０．　ユーザの端末装置とサーバとを有し、
　前記管理者アカウント識別情報でログインしたユーザの端末装置、前記見守り対象アカ
ウント識別情報でログインしたユーザの端末装置、又は前記サーバが、前記到着イベント
検出部及び前記出発イベント検出部を有する１から９のいずれかに記載の通知システム。
１１．　コンピュータが、
　　管理者アカウント識別情報と見守り対象アカウント識別情報を紐付けて登録し、
　　前記管理者アカウント識別情報でログインしたユーザの入力に基づき、前記管理者ア
カウント識別情報に紐付けて目的地候補を登録し、
　　前記見守り対象アカウント識別情報でログインしたユーザの入力に基づき、登録され
ている前記目的地候補の範囲内で目的地を設定し、
　　前記見守り対象アカウント識別情報でログインしたユーザの端末装置から、当該端末
装置の現在位置を示す位置情報を取得し、
　　前記見守り対象アカウント識別情報でログインしたユーザの端末装置に、設定された
前記目的地を示す情報と、前記位置情報で示される現在位置を示す情報と、を地図上にマ
ッピングした画像を表示させ、
　　前記位置情報で示される現在位置が、登録された前記目的地候補の占有エリア外から
占有エリア内に移動する到着イベントを検出し、
　　前記到着イベントが検出されると、その旨を、前記管理者アカウント識別情報でログ
インしたユーザの端末装置に通知し、
　　前記位置情報で示される現在位置が、登録された前記目的地候補の占有エリア内から
占有エリア外に移動する出発イベントを検出し、
　　前記出発イベントが検出されると、その旨を、前記管理者アカウント識別情報でログ
インしたユーザの端末装置に通知する通知方法。
１２．　コンピュータを、
　　管理者アカウント識別情報と見守り対象アカウント識別情報を紐付けて登録するアカ
ウント登録手段、
　　前記管理者アカウント識別情報でログインしたユーザの入力に基づき、前記管理者ア
カウント識別情報に紐付けて目的地候補を登録する目的地候補登録手段、
　　前記見守り対象アカウント識別情報でログインしたユーザの入力に基づき、登録され
ている前記目的地候補の範囲内で目的地を設定する目的地設定手段、
　　前記見守り対象アカウント識別情報でログインしたユーザの端末装置から、当該端末
装置の現在位置を示す位置情報を取得する位置情報取得手段、
　　前記見守り対象アカウント識別情報でログインしたユーザの端末装置に、設定された
前記目的地を示す情報と、前記位置情報で示される現在位置を示す情報と、を地図上にマ
ッピングした画像を表示させる情報表示手段、
　　前記位置情報で示される現在位置が、登録された前記目的地候補の占有エリア外から
占有エリア内に移動する到着イベントを検出する到着イベント検出手段、
　　前記到着イベントが検出されると、その旨を、前記管理者アカウント識別情報でログ
インしたユーザの端末装置に通知する到着時処理手段、
　　前記位置情報で示される現在位置が、登録された前記目的地候補の占有エリア内から
占有エリア外に移動する出発イベントを検出する出発イベント検出手段、
　　前記出発イベントが検出されると、その旨を、前記管理者アカウント識別情報でログ
インしたユーザの端末装置に通知する出発時処理手段、
として機能させるプログラム。
【符号の説明】
【００９５】
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　１Ａ　　プロセッサ
　２Ａ　　メモリ
　３Ａ　　入出力Ｉ／Ｆ
　４Ａ　　周辺回路
　５Ａ　　バス
　１　　　サーバ
　２　　　端末装置
　１０　　通知システム
　１１　　アカウント登録部
　１２　　目的地候補登録部
　１３　　目的地設定部
　１４　　情報表示部
　１５　　位置情報取得部
　１６　　到着イベント検出部
　１７　　到着時処理部
　１８　　出発イベント検出部
　１９　　出発時処理部
　２０　　記憶部
【要約】　　　（修正有）
【課題】行動範囲が広く、様々な場所に移動する見守り対象を見守るための通知システム
を提供する。
【解決手段】通知システム１０は、管理者アカウント識別情報と見守り対象アカウント識
別情報を紐付けて登録するアカウント登録部１１と、管理者アカウント識別情報でログイ
ンしたユーザが、管理者アカウント識別情報に紐付けて目的地候補を登録する目的地候補
登録部１２と、見守り対象アカウント識別情報でログインしたユーザの端末装置の現在位
置を取得する位置情報取得部１５と、現在位置が目的地候補の占有エリア外から占有エリ
ア内に移動する到着イベントが検出されると、管理者アカウント識別情報でログインした
ユーザの端末装置に通知する到着時処理部１７と、現在位置が目的地候補の占有エリア内
から占有エリア外に移動する出発イベントが検出されると、管理者アカウント識別情報で
ログインしたユーザの端末装置に通知する出発時処理部１９と、を備える。
【選択図】図２
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